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第１章 計画の趣旨                 

１ 第３次計画策定の背景と目的                 

全国的に空家等が増加傾向にある中、適切に管理されない空家等が防災、衛生、景観面などにおいて

多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが大きな社会問題

となっています。 

 

国においては、平成 27 年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。

以下「法」という。）」が全面施行され、さらに令和５年 12 月には改正法が施行され、所有者の責務や対

策が強化されました。 

 

こうした中、米原市では、平成 27年７月に「米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関す

る条例（平成 27 年米原市条例第３号。以下｢条例｣という。）」を制定し、併せて平成 28 年３月に「米原

市空家等対策計画（平成 28 年度～平成 32 年度）」を策定、さらには令和３年３月に「第２次米原市空家

等対策計画（令和３年度～令和７年度）」を策定し、「空家にしない、させない、ほっとかない 地域ぐ

るみで施策を推進」を基本理念に掲げるとともに、空家活用を進めるためのスローガン「空家は放置す

れば負の遺産 活用すれば地域の宝」を掲げ、各種施策を展開してきました。 

 

その結果、空家等の活用や危険な空家等の取壊しなど、一定の成果を上げている一方で、今後も多く

の空家等の発生が見込まれることから、引き続き総合的な空家等対策を推進するため、第２次米原市空

家等対策計画（以下「第２次計画」という。）の理念や成果、課題等を踏まえた、第３次米原市空家等対

策計画（以下「本計画」という。）を策定します。 

 

２ 計画の位置付け                       

本計画は、上位計画となる米原市総合計画のほか、まち・ひと・しごと米原創生総合戦略等の関連施

策との整合を図りつつ、法および条例に準拠して策定するもので、空家等対策を総合的に推進するため

に、市の取り組むべき対策の基本的な方針を整理するとともに、施策の目標および基本的施策を明らか

にするものです。 

 

３ 計画対象地域および期間                   

計画対象地域 市内全域 

計画対象期間 令和８年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）まで 

本市の空家等対策の推進に向けては、中長期的に取り組むものである一方、迅速に対策を講じていく

必要もあることから、上記の５年間とします。 

なお、社会情勢等の変化や、計画策定の前提となる諸条件に変動があった場合には、適宜計画の見直

し・修正等を図っていきます。 
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４ 計画の対象とする空家等                   

空家等 

建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるものおよびその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

をいう。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。 

管理不全空家等 
適正な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当

することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。 

特定空家等 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著し

く衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

空家等の跡地 

除却した空家等に係る跡地（以下「跡地」という。）をいう。ただし、当該土地を

販売し、または賃貸する事業を行うものが販売し、または賃貸するために所有し、

または管理するものを除く。 
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第２章 現状と課題                 

１ 空家等に関する状況                     

（１）人口の現状 

今後も人口減少と少子高齢化が進行することが推計されています。また、65 歳以上の単身世帯が増加

しており、今後も空家等が増加することが予測されます。 

 

【米原市の総人口の推移】 

  
  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

総人口 39,335 39,739 39,600 40,557 41,251 41,009 40,060 38,719 37,225 35,628 33,907 32,137 30,313 28,481 26,594 

年少人口 8,685 8,350 7,647 7,304 6,925 6,340 5,754 5,229 4,814 4,353 3,826 3,437 3,209 2,981 2,711 

生産年齢人口 25,554 25,680 25,460 25,482 25,397 25,091 24,057 22,725 21,248 19,953 18,734 17,327 15,702 14,233 12,982 

高齢者人口 5,096 5,709 6,480 7,771 8,928 9,564 10,138 10,765 11,163 11,322 11,347 11,373 11,402 11,267 10,901 

75 歳以上(内数) 1,759 2,183 2,732 3,344 3,961 4,815 5,534 5,701 6,070 6,593 6,821 6,867 6,847 6,863 6,930 

75 歳以上人口増減 424 549 612 617 854 719 167 369 523 228 46 -20 16 67 

国勢調査（総務省統計局）および日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）のデータから作成   

 

【米原市の世帯数の推移】 

  
 2000 2005 2010 2015 2020 

核家族世帯 6,182 6,935 7,248 7,757 8,081 

核家族以外の世帯 3,988 3,566 3,179 2,670 2,162 

単独世帯 1,666 2,039 2,431 2,728 2,973 

【内数】単独世帯

のうち 65 歳以上 
690 842 997 1,223 1,372 

国勢調査（総務省統計局）のデータから作成   
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（２）空家等実態調査 

①調査方法等の概要 

調査時期 令和６年 11 月から令和７年１月まで 

調査対象 

市が保有する空家等情報と業務受託者（株式会社ゼンリン）が保有する空家コンテンツ

の情報を統合し、各自治会に内容確認を依頼した結果、調査対象（空家等候補）となっ

た物件 1,300 戸 

調査方法 
調査員による公道からの外観目視による現地調査 

現地調査結果について市において内容を精査 

 

②調査結果の概要 

市内の空家等は増加傾向にありましたが、令和２年度の実態調査時（1,180 戸）以降はおおむね横

ばいを維持し、令和６年度の実態調査の結果では 1,154 戸となっています。このうち令和２年度の実

態調査時からの継続空家等は46.4％となっており、新規に発生した空家等は53.6％となっています。 

空家等の不良度調査の結果を見ると、令和６年度の実態調査の結果では、最も不良度が高く利用困

難なＤランクの空家等は８％となった一方で、利用可能なＡランクとＢランクの空家等は 75％となっ

ています。令和２年度の実態調査時以降、全体的に老朽化が進行しています。 

 

【空家戸数の推移】 

 
※実態調査はR1～2年度とR6年度に実施。R3～R5年度は、R1の実態調査を基にした自治会に対する空家調査の結果 

 

【空家等の不良度】 
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＜不良度ランクの比較＞

43%

26%

28%

3%

【参考】自治会への調査依頼の結果における 

毎年度の空家発生および減少戸数の推移 

R3 R4 R5 平均
発生戸数 146 151 130 142
減少戸数 156 143 119 139

＜5 年前との比較＞ 
継続空家は 536 戸(46.4％) 
新規空家は 618 戸(53.6％) 

A:管理に特段問題はなく、現況で利用可能
B:管理は行き届いていないが、比較的小規模な修繕で利用可能
C:倒壊の可能性はないが、現況での利用は支障あり
D:倒壊の可能性があるなど、現況での利用は困難

R6空家等実態調査
評定内容 件数 割合
Aランク 339 32.2%
Bランク 453 43.0%
Cランク 174 16.5%
Dランク 87 8.3%
合計 1,053 100%

外側：R6 
内側：R1 

R1∼2空家等実態調査
評定内容 件数 割合
Aランク 553 43.2%
Bランク 336 26.2%
Cランク 350 27.3%
D･Eランク 42 3.3%
合計 1,281 100%
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（３）住宅・土地統計調査の動向 

住宅･土地統計調査結果（総務省統計局）によると、市内の空家は平成 30年で 2,090 戸、令和５年に

は 2,240 戸となっています。 

この調査では、空家は、二次的住宅、賃貸用空家、売却用空家、それらを除く空家に区分されており、

また長屋や共同住宅（マンション、アパート等）に入るひとつひとつの空き部屋がカウントされていま

す。 

このため、二次的住宅、賃貸用空家、売却用空家を除く一戸建ての空家（長屋や共同住宅を除く）に

絞った集計を行った結果、市内の空家（空家等対策の主要な対象となる空家）は、令和５年で 1,180 戸

となり、市が実施した実態調査の結果とほぼ同規模の数値となっています。 

この一戸建てに絞った結果においては、市の空家の戸数および空家率は、平成 30 年から令和５年に

かけて県内で最も減少しています。 

 

【住宅・土地統計調査（平成 30 年、令和５年）】 

 

住宅・土地統計調査（総務省統計局）のデータから作成   

 

【上記のデータを一戸建てに絞った結果（県内各市の状況）】 

 

住宅・土地統計調査（総務省統計局）のデータから作成   

 

 

 

 

住宅数（戸） 空家（戸） 空家率（戸）
H30 R5 増減 H30 R5 増減 H30 R5 増減

全国 62,407,400 65,046,700 2,639,300 8,488,600 9,001,600 513,000 13.6% 13.8% 0.2

滋賀県 626,000 664,200 38,200 81,200 81,600 400 13.0% 12.3% ▲ 0.7
米原市 15,000 15,310 310 2,090 2,240 150 13.9% 14.6% 0.7
※上記の数値には長屋・共同住宅等が含まれており、空家については二次的住宅、賃貸用空家、売却用空家が含まれている。

住宅数 空家（一戸建て） 空家率（一戸建て）
※二次的住宅、賃貸用空家、売却用空家を除く ※二次的住宅、賃貸用空家、売却用空家を除く

H30 R5 増減 H30 R5 増減 H30 R5 増減
全国 62,407,400 65,046,700 2,639,300 2,518,500 2,851,100 332,600 4.0% 4.4% 0.3

滋賀県 626,000 664,200 38,200 28,800 36,100 7,300 4.6% 5.4% 0.8
米原市 15,000 15,310 310 1,500 1,180 ▲ 320 10.0% 7.7% ▲ 2.3
大津市 158,080 169,970 11,890 5,320 7,450 2,130 3.4% 4.4% 1.0
彦根市 54,940 56,530 1,590 3,070 3,040 ▲ 30 5.6% 5.4% ▲ 0.2
長浜市 49,440 52,410 2,970 3,320 5,920 2,600 6.7% 11.3% 4.6
近江八幡市 34,760 36,460 1,700 1,670 1,810 140 4.8% 5.0% 0.2
草津市 68,460 74,690 6,230 1,400 1,080 ▲ 320 2.0% 1.4% ▲ 0.6
守山市 33,310 35,740 2,430 820 820 0 2.5% 2.3% ▲ 0.2
栗東市 27,660 29,140 1,480 560 490 ▲ 70 2.0% 1.7% ▲ 0.3
甲賀市 37,060 38,850 1,790 2,130 2,240 110 5.7% 5.8% 0.0
野洲市 20,140 21,990 1,850 630 950 320 3.1% 4.3% 1.2
湖南市 25,570 25,960 390 730 730 0 2.9% 2.8% ▲ 0.0
高島市 22,840 23,770 930 1,980 2,270 290 8.7% 9.5% 0.9
東近江市 48,060 52,490 4,430 3,120 5,240 2,120 6.5% 10.0% 3.5
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（４）空家等所有者意識調査 

①調査方法等の概要 

調査時期 令和７年５月から６月まで 

調査対象 

令和６年度に実施した空家等実態調査において把握した空家等 1,154 戸のうち、以下の

対象外を除く 1,080 戸の所有者 1,038 人 

対象外：所有者が不明の場合、空事業所の場合、不動産業者が所有している場合など 

調査方法 
配布：調査票の郵送配布 

回答：調査票の郵送返送またはインターネット経由での回答 

回答状況 

配布数：1,080 枚（1,038 人） 

回答数：455 件（郵送返送 399 枚、インターネット回答 56件） 

回答率：42.1％ 

 

②調査結果の概要 

空家等所有者の居住地            空家等所有者の年齢 

      

空家等所有者の 55%は米原市外となっています。（令和２年度の同調査では 50％） 

また、空家等所有者のうち 60歳以上が 84％となっています。令和２年度の同調査では 78％となっ

ており、所有者の高齢化が進んでいます。 

 

空家等の建築時期 

空家等の建築時期は、78％は旧耐震基準である昭和 56年以前となっています。 

  
 

米原市内

466人

45%

滋賀県内

（米原市除く）

269人

26%

滋賀県外

303人

29%

1人

0%17人

4% 49人

12%

165人

39%

130人

31%

60人

14% 30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

8戸

2% 39戸

9%

280戸

67%

60戸

14%

33戸

8%

江戸時代以前（築150年～）

明治時代～大正時代（築100年～150年）

昭和元年～昭和56年（旧耐震基準）

昭和57年～（現行の耐震基準）

分からない

n=1,038 n=422 

n=420 
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空家等の敷地の所有者 

空家の敷地の所有者は、ほとんどが空家の所有者と同じですが、11％は空家と敷地の所有者が異な

る状況となっています。 

 

 

空家等の利用状況 

「特に利用していない」が 42％となっています。（令和２年度の同調査でも 42％） 

次いで「週末等に利用している」が 25％、「倉庫等として利用している」が 18％となっています。

令和２年度の調査では、それぞれ 15％、25％となっており、週末等の利用の割合が増加し、倉庫等と

して利用している割合が減少しています。 

 

 

空家等になってからの年数 

空家になってからの年数は、11 年以上が 45％あり、21 年以上も 17％となっていますが、一方で

32％は５年以内となっています。 

 

360戸

86%

48戸

11%

12戸

3%

建物所有者と同じ

建物所有者と異なる

わからない

174 (42%)

105 (25%)

78 (18%)

28 (7%)

7 (2%)
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23 (5%)
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週末や特定の季節・目的などで利用している（別荘など）

倉庫や物置として利用している
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その他
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29戸

10%

46戸

16%

49戸

17% 5年以内

6～10年

11～15年

16～20年

21年以上

n=284 

n=420 

単位：戸 n=419 
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空家等の状態 

「多少の修繕を行えば住める」、「いつでも住める状態」は、合わせて 59％となっており、「大規模

な修繕が必要」は 35％となっています。令和２年度の同調査では、前者は 54％、後者は 29％となっ

ており、大規模な修繕が必要な状態がやや増加しています。 

 

 

所有者の心配や不安（複数回答） 

「建物の老朽化」が 65％で最も多く、次いで「雑草等の繁茂」が 51％、「台風等による破損等」が

48％となっています。全体として令和２年度の同調査とほとんど同じ回答割合でしたが、心配や不安

が「特にない」の割合は、16％から９％に減少となっています。 

  

 

活用に向けての取組 

「特に何もしていない」が突出して多く 65％となっています。一方で、売却や賃貸、解体など何ら

かの取組を行っている物件は、合わせて 23％となっています。令和２年度の同調査では、前者 76％、

後者 18％となっており、「特に何もしていない」の割合が減少しています。 

 

105 (36%)

100 (35%)

66 (23%)

9 (3%)

8 (3%)

0 20 40 60 80 100 120

多少の修繕を行えば住める状態である

劣化が進んでおり、住むには大規模な修繕が必要である

維持管理をしており、いつでも住める状態である

住宅ではない

その他

185 (65%)

147 (51%)

136 (48%)

101 (35%)

91 (32%)

53 (19%)

25 (9%)

24 (8%)

15 (5%)

7 (2%)

0 50 100 150 200

建物の腐朽・破損などの老朽化

樹木・雑草の繁茂

地震や台風などによる破損・倒壊

不審者の侵入や放火

近所や周辺地域への迷惑

野良猫、害虫の発生

特にない

管理の方法がわからない

ごみの不法投棄

その他

188 (65%)

39 (13%)

11 (4%)

11 (4%)

5 (2%)

36 (12%)

0 50 100 150 200

特に何もしていない

売却・譲渡先を募集している

賃貸物件として借主を募集している

解体・撤去を進めている

不動産業者や建築業者などに建物の活用を相談している

その他

単位：戸 n=288 

単位：件 n=286 

単位：件 n=290 



10 

賃貸や売却、解体・撤去について 

賃貸については、「誰かに貸してもよい」と「現在は考えていないが、将来的に貸すこともありうる」

を合わせると 64％となっています。（令和２年度の同調査では 55％） 

売却については、「売ってもよい」と「現在は考えていないが、将来的に売ることもありうる」を合

わせると 80％となっています。（令和２年度の同調査では 77％） 

解体・撤去に関しては、「現在は考えていないが、将来的には解体・撤去することもありうる」が

68％で最も多く、「解体・撤去したい」は 17％となっています。一方で、「朽ち果てるまで解体・撤去

は考えない」は 11％となっています。（令和２年度の同調査ではそれぞれ 63％、21％、10％） 

大半の物件では、活用（売却、賃貸）または解体などを考えておられますが、一部で朽ち果てるま

で活用も解体も考えていない物件があることが分かります。 

 

 【賃貸について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【売却について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【解体・撤去について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=216 

n=227 

77人

35%

62人

29%

77人

36%
誰かに貸してもよい

現在は考えていないが、将来的には貸すこともありうる

将来的にも貸すことはない

96人

42%

86人

38%

45人

20%

売ってもよい

現在は考えていないが、将来的には売ることもありうる

将来的にも売ることはない

38人

17%

153人

68%

25人

11%

9人

4%

解体・撤去したい

現在は考えていないが、将来的には解体・撤去することもありうる

朽ち果てるまで解体・撤去は考えない

その他

n=225 
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 賃貸や売却、解体・撤去をしない理由（複数回答） 

賃貸や売却、解体・撤去をしない理由については、主に費用面と心情面の課題や不安が決断を妨げ

ていることが分かります。 

 

【全般】 

 

 

 【賃貸をしない理由】 

 

 

【売却をしない理由】 

 

 

【解体をしない理由】 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正の認知度 

「少し知っている」が 55％となっており、「よく知っ 

ている」の 11％を含めると、全体の３分の２は法改正を 

知っていることが分かります。 

 

 

 

55 (53%)

24 (23%)

21 (20%)

17 (16%)

14 (13%)

19 (18%)

0 10 20 30 40 50 60

仏壇や家財道具などが置いてあり、移設や処分も難しいから

現状で困っていないから

賃貸や売却、解体の方法がわからず、手続も面倒そうだから

特定の季節・目的などで利用するから

自身や親族等が利用する予定だから

その他

43 (51%)

26 (31%)

20 (24%)

16 (19%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

貸すには相当のリフォームが必要だから

建物の耐震性が低いなど、災害時に貸し手の責任問題がありそうだから

他人に貸すことに抵抗があるから

賃貸の居住者がトラブルや近所から苦情、滞納などを起こすと大変だから

36 (49%)
20 (27%)

18 (24%)

9 (12%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

買い手が見つからないと思うから

建物に愛着があるから

法事で使用するなど、資産として保有しておきたいから

家を購入した人が周囲とトラブルを起こすと大変だから

71 (81%)

34 (39%)

23 (26%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

解体・撤去の費用負担が大きいから

解体しても土地の使い道がないから

解体後の土地の固定資産税が増えるから

単位：件 n=104 

単位：件 n=85 

単位：件 n=74 

単位：件 n=88 

31人

11%

149人

55%

93人

34%
良く知っている
少し知っている
わからない

n=273 
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 相続登記義務化の認知度 

「既に登記を済ませている」が 56％となっている一方、44％は相続登記ができておらず、「義務化

されたことを知らなかった」が 19％あることが分かりました。 

 

 

 今後、より注力すべき施策 

選択肢に対し重要な順に３つ選択していただき、１番目に重要度の高い選択肢を３ポイント、２番

目を２ポイント、３番目を１ポイントとして集計したところ、最も重要と考えられている施策は「解

体への補助制度」となりました。次いで、「空家活用に向けた補助制度」、「相談体制や相談機会の充

実」、「空家利用希望者とのマッチング（空家バンク）」の順となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152人

56%
63人

23%

53人

19%

6人

2%

義務化されたことを知っていて、既に登記を済ませている

義務化されたことは知っているが、登記はまだ済ませていない

義務化されたことを知らなかった

義務化されたことを知って手続中であるが、相続が複雑で困難な状況にある

380

254

217

199

108

93

65

59

56

48

33

12

0 50 100 150 200 250 300 350 400

解体への補助制度

空家活用に向けた補助制度

相談体制や相談機会の充実

空家利用希望者とのマッチング（空家バンク）

民間事業者との連携

空家管理サービス

企業による空家活用

所有者への啓発

自治会との連携

適正管理への指導

建替えへの補助制度

その他

n=274 
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（５）住まいの引継ぎに関する意識調査 

①調査方法等の概要 

調査時期 令和７年９月から 10 月まで 

調査対象 
市内の 75歳以上（昭和 25 年９月１日以前生まれ）単独世帯 1,494 人 

※住民基本台帳上の 75 歳以上単独世帯へ送付し、実状として同居人等がいる場合は回答不要とした。 

調査方法 
配布：調査票の郵送配布 

回答：調査票の郵送返送またはインターネット経由での回答 

回答状況 

配布数：1,494 枚 

回答数：620 件（郵送返送 583 枚、インターネット回答 37件） 

回答率：41.5％ 

 

②調査結果の概要 

年代                       居住地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅の建築時期 

  75歳以上の単独世帯の方が住まわれている住宅は、全体の 67％が旧耐震基準以前（昭和 56年以前）

の建築となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180人

30%

187人

31%

137人

22%

105人

17%
75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳以上

197人

32%

181人

30%

122人

20%

109人

18%

米原地域

山東地域

近江地域

伊吹地域

12人

2%
45人

7%

354人

58%

155人

26%

43人

7%

築150年～

築100年～築150年

旧耐震基準

現行の耐震基準

分からない
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住宅の引継ぎについて、何をしましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「子どもや親族と話し合っている」「相続などの住まいの対応を決めている」は 50％となっており、

「これから考えたい」は 29%で、一定以上の前向きな意識の人は全体の８割近くとなっていますが、

一方で「なにもするつもりもない」は８％となっています。 

 

住宅の引継ぎに関して、どんなことが不安ですか？（複数回答） 

 

  「特に不安はない」が最も多いものの、引継ぎに向けた費用面や売買など、何らかの不安を感じて

いる人が多くなっています。また、「相続相手がいない」が１割となっています。 

 

あなたが使わなくなった後の住宅はどうなることが見込まれますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  誰かが居住する見込みの住宅または売買や解体する見込みの住宅は、合計で全体の 40％となってい

ますが、一方、居住の見込みはないや、まだ分からないという先行きが不透明な住宅は、合計で全体

の 57％となっています。  

229人

204人

144人

57人

47人

0 50 100 150 200 250

特に不安はない

費用面（リフォーム、解体工事など）が心配

売りたいが売れるのか／どれくらいの値段がつくのか心配

相続相手がいない

その他

192人

32%

172人

29%

108人

18%

44人

8%

63人

11%

14人

2%

子どもや親族と話し合っている

これから考えたい

相続、生前贈与、売却などの住まいの対応を決めている

なにもするつもりない

分からない

その他

202人

34%

158人

27%

137人

23%

73人

12%

6人

1%
17人

3%

まだ分からない

家族や親族等が相続し、居住する見込みである

家族や親族等が相続するが、誰も居住する見込みはない

売却、解体するなど処分する見込みである

家族や親族等が相続するが、賃貸等で第三者が居住する見込みである

その他

n=569 
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（６）第２次米原市空家等対策計画の評価等 

①計画の概要 

【計画期間】令和３年度（2021 年度）から令和７年度（2025 年度）まで（５年間） 

【概  要】○空家等の適正管理と有効活用のための基本理念 

空家にしない、させない、ほっとかない 地域ぐるみで施策を推進 

○３つの目標を定め空家対策を推進 

        目標１ 空家にしない（空家等の発生予防） 

        目標２ 空家にさせない（空家等および跡地の活用） 

        目標３ 空家をほっとかない（空家等の適正管理） 

○特に目標２を次のスローガンの下に積極的に推進 

空家は放置すれば負の遺産 活用すれば地域の宝 

 

②計画の実施状況 

目標１ 空家にしない（空家等の発生予防） 

指標名 現状値（R2.12） 目標値（R8.3） 達成状況（R7.9 末） 

空家バンクサポーター数 21 人 50 人 34 人 

＜関連する取組＞ 

・自治会等への出前講座 

・固定資産課税通知を活用した啓発 

・広告収入による空家情報冊子制作 

・広告収入によるエンディングノート制作 

・連携協定締結事業者によるセミナー開催 

・空家バンクサポーター制度 

・自治会アンケート調査 

・空家等実態調査 

・地図情報システムと連動した空家のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化 

・空家総合相談窓口（空家・空地バンク） 

・空家なんでも相談会の開催 

・連携協定締結事業者による促進 

・相続登記説明会 

・県支援制度への意見提案等 

＜主な取組状況等＞ 

・固定資産課税通知に啓発資料を同封する取組により、空家に関する問合せや制度の活用等が増加し

ている。 

・連携協定締結事業者により市内自治会でセミナーが開催され、啓発に貢献いただいている。 

・空家バンクサポーター登録数：34 人、サポーター登録物件：16 件、サポーター成約物件：7件 

・自治会への状況調査を通じて、各自治会の空家の状況を把握することができた。 

・R6 年度には本計画の策定に向け、把握している全空家の現地調査を行い、全体的な状況と老朽度等

を把握することができた。 

・実態調査結果を地図システム上に登録し、空家の状況を図面化することができた。 

・空家バンク事業と一体的な総合的相談窓口を設置（連携団体による運営） 

R6 相談件数 利用希望者：816 件、空家所有者：640 件 

・総合窓口と別に、相談会を毎年開催（連携団体による実施） 

R6 年度実績 8月：参加 5 組、3 月：参加 8組 

・相続登記についての説明会（R6：参加約 20 人）の開催や情報発信等により意識の啓発を行うこと

ができた。 
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目標２ 空家にさせない（空家等および跡地の活用） 

指標名 現状値（R2.12） 目標値（R8.3） 達成状況（R7.9 末） 

空家バンク成約数 84 件 144 件 210 件 

＜関連する取組＞ 

・空家総合相談窓口（空家・空地バンク） 

・自治会等への出前講座 

・ウェブサイト「恋する空き家プロジェクト」 

・固定資産課税通知を活用した啓発 

・空家バンクサポーター制度 

・空家再生みらいつくり隊員（地域おこし協力隊） 

・米原市空家家財処分等補助金 

・空家バンク利活用促進奨励金 

・びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金（所有者） 

・びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金（移住者） 

・空家地域活性化活用補助金 

・空家 DIY 教室 

・総合的移住プロモーション業務との連携 

・自治会パートナーシップ交付金 

・地域ぐるみ空家対策支援補助金 

・連携協定締結事業者等による流通・活用促進 

＜主な取組状況等＞ 

・空家バンク事業 

R6 年度末実績（累計） 物件登録数：348 件、利用希望者登録数：804 件、物件成約数：196 件 

（うち移住者：124 件） 

  

  

・空家リフォーム補助において所有者向けの制度を新設（R6 実績：1件） 

・空家リフォーム補助金 R6 年度末実績（累計）：36件 

・空家地域活性化活用補助金 R6 年度末実績（累計）：3 件 

・空家 DIY 教室 R6 年度末実績（累計） 開催回数：12 回、参加者：199 人（延べ） 

・移住定住促進対策における総合的移住プロモーション業務と連携し、空家バンク事業に従事する空

家再生みらいつくり隊員（第１期）を移住相談員として育成 

・空家再生みらいつくり隊員が米原暮らしを体験できる宿を開業 

・自治会パートナーシップ交付金 R6 年度末実績（累計）:28 自治会（延べ） 

・地域ぐるみ空家対策支援補助金 R6 年度実績：1 件 

・空家バンク事業を核として、連携事業者による活用促進等の取組を展開 
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・古民家再生協会滋賀と連携した取組（DIY 教室、相談会、空家アドバイザー等） 

・ジチタイアドと連携した取組（0円マッチング、エンディングノート等） 

・まいばら空き家の相談所と連携した取組（企業向けの空家活用促進等） 

 

目標３ 空家をほっとかない（空家等の適正管理） 

指標名 現状値（R2.12） 目標値（R8.3） 達成状況（R7.3 末） 

空家等の苦情・相談の解決率 53.5％ 70％ 54.8％ 

＜関連する取組＞ 

・条例等に基づいた所有者等への指導 

・自治会等への出前講座 

・固定資産課税通知を活用した啓発 

・広告収入による空家情報冊子制作 

・広告収入によるエンディングノート制作 

・連携協定締結事業者によるセミナー開催 

・管理不全空家等の指定 

・米原市シルバー人材センターとの連携 

・連携協定締結事業者による除却促進 

・米原市特定空家等除却補助金 

・空家等除却支援補助金 

・相続財産管理人制度の活用 

・特定空家等の認定 

・特定空家等の略式代執行 

・他課との連携 

＜主な取組状況等＞ 

・これまでの指導等の状況 R6 年度末実績（累計） 指導件数：199 件、改善・解決：109 件（54.8%） 

・特定空家等の認定 R6 年度末実績（累計） 認定：19 件（うち除却 12件） 

  

・管理不全空家等の指定の基準を策定（R6.7） 指定状況 R6 年度末実績：なし 

・適正管理の指導等を行う際に、空家等管理サービスについて情報提供を行っている。 

・山室木材工業と連携した取組（廃材の再資源化、補助金制度等） 

・クラッソーネと連携した取組（解体シミュレーター、見積支援等） 

・特定空家等除却補助金 R6 年度末実績（累計）：8 件 

・空家等除却支援補助金 R6 年度末実績（累計）：58件 

・相続財産管理人制度を活用し、3件の空家または跡地を処分 

・略式代執行 R6 年度末実績（累計）：2 件（R2年度以降はなし） 

・案件に応じて随時関係課と調整等を行った。（創業支援における空家活用促進、福祉分野との連携

体制（重層的支援体制等）ほか） 

 

 

 



18 

 施策全般に関連する取組 

・連携協定締結事業者等による流通・活用促進 ・空家等管理活用支援法人の指定 

＜主な取組状況等＞ 

・連携協定の締結状況 R7.4.1 時点 8事業者 

（山室木材工業、全国空き家アドバイザー協議会、滋賀県司法書士会、クラッソーネ、ジチタイア

ド、AGE technologies、まいばら空き家の相談所、滋賀・まいばら空き家対策会） 

・空家等管理活用支援法人の指定状況 R7.11.1 時点 ３法人 

（全国空き家アドバイザー協議会、滋賀・まいばら空き家対策会、まいばら空き家の相談所） 

 

③取組状況の評価等 

目標１ 

指標として設定した「空家バンクサポーター数」は目標を下回る達成状況となっています。 

総合的相談窓口の設置、相談会の開催、固定資産税通知への啓発資料の同封、空家等所有者への意

識調査アンケートの実施など、様々な取組を通じて空家等所有者への啓発や検討のきっかけづくりを

行うことができましたが、一方で、空家問題についての地域住民全体の意識の高まりは十分とは言え

ず、自主的な申し出により登録している空家バンクサポーターの数が目標値に及ばない状況になって

いると考えらます。 

 

目標２ 

指標として設定した「空家バンク成約数」は目標を大幅に上回る達成状況となっています。 

「空家は放置すれば負の遺産 活用すれば地域の宝」のスローガンの下、本市の空家等対策の中核

的な取組となっている空家バンク事業による空家と利用希望者のマッチング、空家活用を促進する各

種補助制度の展開、連携事業者による空家活用事業の展開、空家活用と関連の深い移住促進対策との

連携など、多様なアプローチを組み合わせた施策展開により想定を上回る成果を得ることができまし

た。 

しかし、空家バンク事業への相談件数、利用希望者登録数、成約数は、第２次計画の初年度である

令和３年度をピークに減少傾向で推移しており、全国的な人口減少、コロナ後の東京一極集中の再加

速、各地方自治体における空家の増加と、その有効活用や移住促進の取組等の拡大等の影響があると

考えられます。 

 

目標３ 

指標として設定した「空家等の苦情・相談の解決率」は目標を下回る達成状況となっています。 

苦情・相談のあった空家等については指導等を行っていますが、空家等所有者の意識や資金面、相

続の問題等により、指導しても改善、解決に至らない案件が毎年累積し、解決率が上がらない状況と

なっており、加えて過去からの継続的な空家の老朽化も進んでいます。 

一方で、特定空家等への認定制度、空家除却を促進する補助制度、連携事業者が提供するサービス

による除却促進などにより、老朽化で活用が難しい空家や旧耐震基準の空家などの除却を着実に進め

ることができました。 

 

 



19 

 

全体評価 

本市の空家戸数（一戸建て）は、空家等実態調査の結果においては横ばい（微減）、住宅・土地統計

調査の結果においては減少しており、全国的な空家の増加傾向や県内他市の状況との比較および第２

次計画に基づく取組状況等を踏まえると、関連施策が一定の成果を上げていると推測します。 

特に、空家の有効活用の促進および老朽化した空家の除却促進に関する施策が効果的であったと考

えられ、所有者等の取組を後押しする関係団体や事業者等と連携した施策展開、各種の補助金制度が

効果をもたらしたものと考えられます。 

一方で、前述の全国的な人口減少、コロナ後の東京一極集中の再加速、各地方自治体における空家

の増加と、その有効活用や移住促進の取組等の拡大等の影響から、空家の有効活用における施策の成

果は少しずつ減少しており、更なる施策の展開が求められます。 

また、指導等を行っても改善、解決につながらない空家等は累積しており、苦情や相談の解決率は

伸び悩んでいます。空家所有者へのアンケート結果においても、前回調査と比較して所有者の意識の

特段の高まりは見受けられず、空家問題に対する啓発や意識を高める取組には、更なる充実の余地が

あると考えられます。 

 

（７）今後の見通し 

本市の 75歳以上人口の推移において、2005 年から 2010 年頃が増加幅のピークであったことから、現

在は、空家発生の水準が高い状況と考えられます。 

今後の見通しとしては、短期的には現在と同程度の空家等の発生数が見込まれ、その後発生数が一定

落ち着く可能性はありますが、「住まいの引継ぎに関する意識調査」の結果からも、将来の住まいの引継

ぎについて不透明な住宅も多く、引き続き空家等の発生が予想されます。さらに団塊世代が 75 歳に達

した中、2040 年頃には再度空家発生の水準が高い状況が来る可能性があります。 

これらの見通しから、発生した空家への対症療法的な施策を継続しつつ、今後に備えた建築物の所有

者への啓発、建築物の所有者による生前からの対策（活用や除却への準備等）の促進が重要です。 

 なお、第２次計画において重点的に取り組んできた空家の有効活用に関しては、前述の全国的な状況

に加え、2025 年４月の建築基準法の改正により建築確認申請の対象が拡大したことの影響などから、今

後、活用への需要は限定的となることも考えられるため、本計画における施策展開の状況等を踏まえな

がら、空家問題における最優先課題である、周辺住民等の生活等への悪影響を防ぐという観点から、空

家の有効活用に施策展開の重点を置くことの有効性等を見極めていく必要があります。 
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２ 空家等対策を進める上での課題                

「１ 空家等に関する状況」において記載した、本市の人口・世帯等の社会的条件や各種の実態把握

調査を踏まえた空家等の動向、所有者等への意識調査結果、それらを踏まえた今後の見通し、さらには

第２次計画の評価等を踏まえ、本市の空家等対策を進めていく上での課題を整理しました。 

 

空家等は放置され管理不全な状態となることで、地域への様々な悪影響の要因となることから、空家

等が放置されないよう、建築物の所有者による生前からの対策、発生した空家の有効活用、適正管理、

老朽化した空家の除却を進めるなど、各段階における取組が課題となります。 

そうした課題への取組を促進するためには、空家所有者のみならず、建築物を所有する者や地域住民

の空家問題への意識を高めることが併せて必要となります。 

 

 

（１）今後も見込まれる空家等発生への対策 

・建築物の所有者による生前からの対策の促進 等 

 

（２）発生した空家等が管理不全とならないための対策 

・空家等の有効活用の促進 

・空家等の適正管理の促進 等 

 

（３）管理不全となった空家等への対策 

   ・活用困難な空家等の除却の促進 等 

 

（４）空家等所有者や地域住民等の意識や機運を高める対策 

・空家等所有者への意識啓発 

・地域住民等への意識啓発 等 
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(4) 空家等の活用等は、地域コミュニティの活性化を図るという観点から推進しま

す。 

第３章 空家等対策に向けた基本的な考え方      

１ 基本理念                          

 

 

 

 

本市では、「空家にしない、させない、ほっとかない」を原則とする中で、条例第３条に

定めるとおり地域ぐるみでその活用等を推進し、建築物の所有者等に当該建築物の継続的

な利用と管理を促します。その上で、空家にさせないという考え方を地域ぐるみで共有す

ることにより、その活用等を地域の魅力づくりに役立てるなど、地域コミュニティの活性

化に結びつけながら、空家等の発生予防に取り組み、安心安全な生活環境の確保と地域の

活性化を図ることを基本理念に掲げます。 

 

（４つの基本理念） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 地域内における建築物は、地域の景観と人々の暮らしの文化および地域コミュ

ニティを構成する重要な要素であるとともに、安心安全な生活環境の確保およ

び地域の良好な景観の保全をはじめとする重要な公共性を担っていることを

鑑み、その利用および管理を図ります。 

(2) 空家等および空家等の跡地は地域コミュニティの有用な資源として、積極的な

活用を図ります。 

(3) 空家等の活用等は、既存の建築物の保全、活用および流通を促進する見地から

推進します。 

空家にしない､させない､ほっとかない 地域ぐるみで施策を推進 
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２ 各主体の役割と責務                     

空家等対策においては、条例第４条から第８条までの規定に基づき、対策の実施主体である所有者等、

地域・市民、不動産関連事業者等および市の役割を明確にし、各主体が相互に協働・連携・補完する取

組が重要です。 

 

（１）市の役割と責務 

各主体が実施する空家等の適正管理および利活用に関して、情報提供や財政支援を充実させ、より効

果的な空家等対策の仕組みと各主体間との連携協力体制の構築により、多方面にわたる取組を総合的か

つ主体的に担います。 

 

（２）市民等の役割と責務 

空家等は、第一義的には所有者等が自らの責任において管理し、管理不全な状態にならないように適

正管理に努める必要があります。また、将来的に空家等になる場合には、その管理予定者を自治会に連

絡するなどし、管理不全な空家等の発生予防に努めるとともに、空家等の活用等に協力するものとしま

す。 

 

（３）事業者および支援法人の役割と責務 

不動産の取引および建築、解体等の不動産関連事業者等および空家等管理活用支援法人は、その専門

性や民間事業者としての知見やノウハウを生かして空家等の所有者等や利活用する者への協力を行い

ます。また、地域振興に関わるＮＰＯ法人等への技術的助言と連携協力により、空家等の適正な管理や

利活用の促進に努めるものとします。 

 

（４）自治会および市民活動団体等の役割と責務 

地域に存在する空家等の把握や所有者等とのコミュニケーション、更には地域の有用な資源としての

利活用など、地域・住民の参画と協働による地域の安全・安心で快適な住みよいまちづくりに努めるも

のとします。 

 

（５）相互の連携と協力 

空家等の問題は、第一義的には所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提となります。 

しかしながら、空家等の問題は事案ごとに複雑化し、所有者等による自らの管理責任を全うしていく

ことの困難と限界があります。そのため、所有者等の第一義的な責任を前提にしながらも、市はもとよ

り、地域および住民ならびに不動産関連事業者、ＮＰＯ法人等の各種団体がそれぞれの役割や責務を認

識し、相互に協働・連携・補完を図りながら取り組むこととします。 
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＜イメージ図＞ 各主体の役割と責務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民(地域) 
 

・ 空家等、危険空家を地域の課題
と捉え、良好なまちづくりを推
進 

・ 市、所有者等、関係団体の取組
に協力 

・ 自らの住まいについて空家等、
危険空家化予防の努力 

空家等、危険空家 

の所有者等 
 

・ 管理物件等の適正管理 

・ 管理物件等の利活用 

・ 空家等、危険空家状態の解消 

米原市 
 

・ 予防、活用、適正管理等、空家等、
危険空家に関する施策を総合的
に推進 

・ 所有者等、関係団体、市民（地域）
が実施する取組を支援 

・ 空家バンク制度の充実 

空家等の通報、利活用の相談 

管理・利活用の相談 提案、情報提供、事業支援 

空家等の発生 

予防に向けた 

意識啓発 

適正管理に

向けた啓

発、助言・

指導、支援 

空家等利活

用に関する

情報提供、 

協力依頼 

関係団体 

（支援法人・事業者・市民

活動団体等） 
 

・ 空家等の適正管理、利活用の促進 

・ 空家等、危険空家解消に向けた事
業や取組の推進 

・ 所有者等や地域の取組を積極的
に支援 

・ 法律相談会などの開催支援 
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第４章 計画の目標と基本的施策           

１ 計画の目標                         

空家等の適正な管理と有効活用のために、「空家にしない、させない、ほっとかない 地域ぐるみで施

策を推進」の基本理念に沿って、次の３つの目標を定め空家等対策を推進していきます。 

特に、目標２空家にさせない（空家等および跡地の活用）を、次のスローガンの下に積極的に進める

ことで、空家等を活用した移住定住の促進や地域活性化を進めるとともに、目標１空家にしない（空家

等の発生予防）や目標３空家をほっとかない（空家等の適正管理）の達成にもつなげます。 

 

 

 

 

 

第３次となる本計画においては、これまでの取組の評価等を踏まえ、空家等を含む建築物の所有 

者による生前からの取組を促進する意識啓発や、空家等の活用促進における新規需要（個人、民間 

事業者等）の掘り起こしなど、従前施策の効率や質の向上につながる取組を強化するとともに、こ 

れまでも大切にしてきた、空家所有者や利用希望者、地域等の関係者への丁寧なサポートに引き続 

き取り組みます。 

 

 

 

 

 

【指  標】住宅の引継ぎについて、「子どもや家族と話し合っている」「相続、生前贈与、売却など

の住まいの対応を決めている」の割合（住まいの引継ぎに関する意識調査） 

【数値目標】現状(R7.10)：50％(300 人/593 人中) ▶▶▶目標(R12(次回調査時))：75％ 
 

管理不全な空家等を増やさないために、空家等の所有者だけでなく、空家等となる前の建築物の所

有者や自治会、地域住民等への住まいの適正な引継ぎ関する意識の啓発や取組の機運を高める施策を

展開し、上記の指標の向上を目指します。 

 

 

 

【指  標】空家バンク登録物件の成約件数 

【数値目標】現状(R7.9)：210 件 ▶▶▶目標(R13.3)：340 件 
 

スローガンの下、活用可能な空家等については積極的に活用を促すため、空家等と利用希望者等を

マッチングする空家・空地バンク事業を中心とした各種の関連事業等を、民間団体や事業者等と連携

しつつ、限られたリソース（人材、資源、予算等）を有効に活用した施策展開を図り、空家等の抑制

と移住定住の促進、地域活性化を目指します。 

目標１ 空家にしない（空家等の発生予防） 

目標２ 空家にさせない（空家等および跡地の活用） 

空家等活用を積極的に進めるためのスローガン 

空家は放置すれば負の遺産 活用すれば地域の宝 

P27-28 参照 

P29-31 参照 
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【指  標】不良度の高い空家等の戸数（空家等実態調査における不良度Ｄランク空家等の戸数） 

【数値目標】現状(R7.3)：87 戸 ▶▶▶目標(R12(次回調査時))：45 戸 
 

 管理不全状態となった空家等に対し、指導等や「管理不全空家等」への指定、「特定空家等」への認

定を行うなど、所有者による適正管理の実施や除却等を促進し、不良度の高い空家等の減少を目指し

ます。 

 

 

 

【指  標】空家等実態調査（R6）で把握した空家等の継続状況（空家等実態調査） 

【数値目標】現状(R7.3)：空家等 1,154 戸 ▶▶▶目標(R12(次回調査時))：継続空家 500 戸 
 

今後新たに発生する空家等は、ただちに周辺への悪影響等を及ぼす可能性は低いことから、今回実

施した空家等実態調査（R6）により把握した 1,154 戸の既存の空家等について、活用可能な空家等の

有効活用および活用が困難な空家等の除却等を促進することで、５年後の継続空家の戸数を、第２次

計画以上に減少させることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標３ 空家をほっとかない（空家等の適正管理） P32-34 参照 

全体目標  

第２次計画策定時における空家等 1,180 戸は、５年間の第２次計画の取組等により、644 戸（54.6％）が改善し、
継続空家等は 536 戸（45.4％）となっています。 
このため、現状の施策を維持した場合、５年後に得られる成果の想定は、今回の空家等実態調査における空家 1,154
戸のうち、630 戸（54.6％）が改善し、継続空家等は 524 戸（45.4％）となります。 
第２次計画では、総合的な施策展開により一定の成果を得たと推測していますが、本計画においてはその成果を
上回ることを目標として、上記数値目標を設定します。 
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２ 施策の体系（段階に応じた施策の展開）            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

居住中 

空家化 

管理不全 

空家等・跡地 

の活用 

施策２ 

空家にさせない（空家

等および跡地の活用） 

④地域に向けた活用支援 

⑤

①空家・空地バンク制度の推進 

②空家等所有者に向けた活用支援 

③

①空家等の発生予防に向けた意識啓発 

施策１ 

空家にしない（空家等

の発生予防） 

④空家等情報のデータベース 

⑤総合的相談窓口 

②  

③

⑥土地・建築物の相続登記の促進 

⑦

①

②

③解体・除却の促進 

④各種財産管理人制度の活用 

⑤

⑥関係他法令による対応 

施策３ 

空家をほっとかない

（空家等の適正管理） 
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３ 基本的な施策                        

（１）施策１ 空家にしない（空家等の発生予防） 

本市の人口減少や少子高齢化等を背景に、今後も空家等の発生が予想されるため、現に存在する空家

等への対策のみならず、新たな空家等の発生を予防・抑制することが必要となります。そのためには、

所有者等の建築物に対する責任意識を高めるとともに、未然に所有者が家の引継ぎ方について考えてい

ただく必要があります。 

 

①空家等の発生予防に向けた意識啓発 

空家等の発生は防犯および防災、環境衛生等の側面で地域に悪影響を及ぼすおそれが大きいこと、

また、地域コミュニティの低下にもつながるおそれがあることなどを情報として提供し、空家等に対

する問題意識の醸成と発生抑制および適正な維持管理に関する啓発を図ります。さらには、将来に備

え、事前に住宅の引継ぎ方を考えていただくきっかけづくりを行います。 

 

【取組の具体例】 

○自治会や所有者等への出前講座、相談会 

○市広報誌、市公式ウェブサイト、パンフレット等での情報発信 

○固定資産税課税通知を活用した啓発 

○空家版エンディングノート 

○【新規】高齢者等への住まいの引継ぎに関する意識調査 

 

②地域（自治会）等と連携した空家等の早期発見 

空家等が管理不全状態になってしまった後では、その対応が容易でないため、空家等を早期に発見

できる情報入手ルートの確立が必要です。このため、自治会や地域住民をはじめ、地域と密着した組

織や人材と連携し、空家等の早期発見が可能となる体制づくりを行います。 

 

【取組の具体例】  

○空家バンクサポーター制度 

○地域ぐるみによる空家の適正管理や有効活用の取組への支援制度 

 

③空家等の実態把握のための継続的な調査の実施 

今後も継続して、市内における正確な空家等の数や状況等の把握を目的とした調査を実施し、適正

な維持管理の啓発と意向調査を実施するための所有者の特定を行います。継続的な調査の実施は、所

有者および自治会に向けた意識啓発の良い機会ともなることから、調査と併せて、空家等の活用や適

正に向けた情報提供も行うとともに、自治会との連携や情報共有を行いながら取り組みます。 

 

  【取組の具体例】 

○自治会と連携した空家等実態調査（５年ごと） 

○空家等所有者の意識調査（５年ごと） 
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④空家等情報のデータベース 

空家等実態調査結果をデータベース化し、継続的に情報を更新、管理します。 

 

【取組の具体例】 

○自治会と連携した空家等実態調査（５年ごと）＜再掲＞ 

○市保有地図情報システムと連動した空家等のデータベース管理 

 

⑤総合的相談窓口 

空家等の維持管理、有効活用、老朽空家等の解体など、空家等に関する各種の相談について、市担

当課が総合的な窓口となり、連携する団体や専門事業者等との協力体制に基づき、解決や改善を図り

ます。 

 

【取組の具体例】 

 ○市における総合的な窓口対応（空家等管理活用支援法人や民間事業者等との連携） 

○空家等の活用に向けた相談窓口（空家・空地バンク事業） 

○空家等に関する総合的な相談会 

 

⑥土地･建築物の相続登記の促進 

相続が円滑・適切に行われない場合、適切な管理や財産処分が困難になることが予想されます。こ

うした状況を抑制するため、生前または相続発生時に速やかに不動産登記の名義変更が行われるよう、

市民への情報発信および連携する団体や専門事業者等と連携した取組を行います。 

 

【取組の具体例】 

○空家等に関する総合的な相談会（相続等含む。）＜再掲＞ 

○空家バンク登録物件への相続登記の促進 

 

⑦空家等の発生予防に向けた国・県への政策提言 

令和５年度の住宅・土地統計調査によると、全国の空家数は約 900 万戸と過去最多で、空家率も

13.8％と過去最高となりました。空家対策を進める上で、中古住宅の流通促進や相続手続の簡素化な

ど、全国的に共通する課題への対策については、国や県に対する政策提言を行います。 

 

【取組の具体例】 

○国や県への政策提言 
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（２）施策２ 空家にさせない（空家等および跡地の活用） 

空家等および跡地の利活用の推進に当たっては、空家等および跡地を地域資源（宝）として捉えるこ

とにより、住居用や事業用等として広く中古住宅市場へ流通させることが可能となります。 

地方移住への関心の高まりや、リモートワーク等新しい働き方や暮らし方等が浸透する中、そうした

ニーズを空家等および跡地の利活用と結びつけることで、新しい価値や魅力を創造し、都市部から本市

への移住定住や二地域居住、あるいは関係人口創出の促進を図るとともに、民間企業等による事業用の

利活用を促進することで、地域のにぎわい創出や活性化を図ります。 

こうした空家等の活用の流れを活発にするためには、供給側となる所有者等に対する支援、需要側で

ある購入・賃借人に対する支援、受入側である地域等に対する支援に加え、利活用可能な空家等および

跡地の掘り起しや地域のニーズに応える利活用方法の提案や助言など、空家等および跡地の利活用を統

括的にコーディネートする取組が必要です。 

 

①空家・空地バンク制度の推進 

空家等および跡地が適正に管理されていても、利活用されないままでは、地域活力の維持向上は図

れません。空家等および跡地を「有用な地域資源（宝）」と捉え、最大限に利活用するために、中古住

宅の魅力を高めるとともに、流通や利活用を阻害する要因をなくすことにより、中古住宅の流通の促

進を図ります。 

 

ア 情報発信の強化と啓発 

空家・空地バンクにおいては、空家等および跡地の購入・賃借希望者の立場に立って情報発

信することが重要であり、地域情報や生活情報、既移住・定住者の体験談等、移住・定住後の

暮らし、あるいは起業や事業展開などがイメージできるストーリー性を持たせた空家等および

跡地の紹介等、情報発信に取り組みます。また、空家・空地バンク制度の認知度の向上と登録

物件の収集を促進するための周知・啓発に取り組みます。 

 

【取組の具体例】 

○ウェブサイト（恋する空き家プロジェクト）や SNS 等による情報発信 

○自治会や所有者等への出前講座、相談会＜再掲＞ 

○市広報誌、市公式ウェブサイト、パンフレット等での情報発信＜再掲＞ 

○固定資産税課税通知を活用した啓発＜再掲＞ 

 

イ 空家・空地バンクの機能強化 

本市の空家・空地バンク制度は、活用可能な空家等を有効活用し、主に移住・定住希望者の

居住環境の確保を支援する制度として民間団体により運営しており、移住・定住希望者と自治

会役員等との良好な関係構築のためのきめ細かな橋渡し役を担うことで、利用者や地域から高

い評価を得ています。 

しかし、市内の空家等の戸数に対し登録物件は一部にとどまっており、利用希望者のニーズ

に対応する物件が慢性的に不足している一方、登録後も利活用になかなか結びつかない物件が

存在するなど課題が生じています。 
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今後、ニーズや課題等を踏まえ、空家等活用の総合的な窓口として、継続的に空家・空地バ

ンクを運営するとともに、民間事業者等と連携した民間における流通促進など、広く空家等の

利活用を進めるため、コーディネートする人材の確保や専門事業者等との連携など、体制や機

能の更なる強化を図る必要があります。 

 

【取組の具体例】 

○空家等の活用に向けた相談窓口（空家・空地バンク事業）＜再掲＞ 

○地域おこし協力隊制度の活用 

○空家等管理活用支援法人や民間事業者等との連携 

 

ウ 関連施策との連携 

空家等および跡地の有効活用は、移住定住の促進のみならず、起業や商業施設への活用など、

様々な分野の事業誘致の促進にもつながります。このため、空家・空地バンクと移住定住促進

対策との連携をはじめ、就労や就業、企業誘致などの関連する分野の施策とも連携した展開を

図ります。 

 

【取組の具体例】 

○空家等の活用に向けた相談窓口（空家・空地バンク事業）＜再掲＞ 

○移住定住促進対策事業をはじめとする関連事業等との連携 

 

②空家等所有者に向けた活用支援 

空家等所有者（跡地所有者を含む。）の多くは、大切な家を手放すことへの抵抗感、空家等の中に仏

壇や家財道具が残っている、相続登記がなされていないことで所有関係が複雑となっているなど、

様々な事情により、その活用を躊躇(ちゅうちょ)されている状況があります。 

空家活用の判断が先送りとならないよう、空家等所有者の早期決断や空家・空地バンクへの登録を

後押しするための支援等を行います。 

 

【取組の具体例】 

○空家バンクへの登録や成約に向けた家財処分や相続登記を促進する奨励制度 

○空家バンクサポーター制度 

○所有者による賃貸向けの空家リフォームに関する支援制度 

 

③移住希望者（空家等利用希望者）に向けた活用支援 

空家等および跡地に移住者等が住まれることで、子どもや地域の担い手が増え、更なる移住者等が

呼び込まれるなどの好循環により、地域活性化につながっている事例があります。 

こうした好循環を拡大するため、本市の強みである豊かな自然環境と高い交通利便性を生かした移

住プロモーションや移住の中間支援機能と連携し、空家等への移住者等の誘致を進めるとともに、移

住者等による空家活用への支援等を行います。また、移住希望者等においては、まずは賃貸物件への

移住を希望されるケースが多いことから、賃貸用の空家活用への支援や地域の暮らしを体験できる施

設への空家活用の支援等を行います。 
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【取組の具体例】 

○移住者による空家等のリフォームに関する支援制度 

○所有者による賃貸向けの空家リフォームに関する支援制度＜再掲＞ 

○空家等の地域活性化施設への改修に関する支援制度（移住体験施設、テレワーク施設、多世代

交流施設、居場所づくり施設、観光交流施設、飲食店、小売店、宿泊施設、その他地域活性化

やにぎわいの創出につながる施設） 

○地域や空家等および空家等の活用事例の見学会 

○移住定住促進対策事業をはじめとする関連事業等との連携＜再掲＞ 

 

④地域に向けた活用支援 

空家等および跡地には、移住者等の受け入れや地域交流の場、店舗、飲食、宿泊など、地域の活性

化につながる様々な活用方法があり、地域の活性化に成功している事例もあります。 

一方で、こうした空家等の活用に対する不安感や迷いを持っている地域も多いことから、成功事例

を積み重ねることで地域の不安感等を払しょくし、地域において空家等を活用しようとする者への理

解や協力、あるいは地域による空家等の活用促進が行われるよう支援等を行います。 

 

【取組の具体例】 

○空家等の地域活性化施設への改修に関する支援制度（移住体験施設、テレワーク施設、多世代

交流施設、居場所づくり施設、福祉施設、観光交流施設、飲食店、小売店、宿泊施設、その他

地域活性化やにぎわいの創出につながる施設）＜再掲＞ 

○地域ぐるみによる空家の適正管理や有効活用の取組への支援制度＜再掲＞ 

 

⑤民間事業者等に向けた活用支援および価値ある空家等の保存活用 

人口減少や都市部への人口移動が進み、全国の自治体が移住促進施策に取り組む中、空家等および

跡地の活用を進めるためには、移住定住者等による活用の促進だけでは十分とは言えず、また、空家

等の中には物件の大きさや老朽度により、費用面から個人での活用が困難なケースも見受けられます。 

一方で、近年、民間事業者が空家等を宿泊施設やカフェ等の商業施設、あるいはコミュニティ関連

施設や福祉施設等に活用する事例も多く、こうした事業向けの空家等の活用促進を並行して行うこと

が効果的と考えられます。また、国においては移住促進のみならず、二地域居住を含む関係人口の増

加を目指しており、こうした流れも踏まえた関連施設への活用も含め、民間事業者に向けた空家等の

活用支援を行います。 

なお、取組を進める中で、歴史的、文化的な観点から保存や活用が期待される空家等を把握した場

合は、関係者や関係団体等との連携のもと、その保存や活用を促進します。 

 

【取組の具体例】 

○空家等の地域活性化施設への改修に関する支援制度（移住体験施設、テレワーク施設、多世代

交流施設、居場所づくり施設、福祉施設、観光交流施設、飲食店、小売店、宿泊施設、その他

地域活性化やにぎわいの創出につながる施設）＜再掲＞ 

○【新規】民間事業者向けの地域や空家等および空家等の活用事例の見学会 

○【新規】空家等管理活用支援法人や二地域居住等支援法人と連携した特定居住促進計画の検討 
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（３）施策３ 空家をほっとかない（空家等の適正管理） 

適正に管理されていない空家等は老朽化が早く、ひいては防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼすことになります。空家等であっても常に適正に管理されていて、いつでも居住可

能な状態にしておくこと、また既に老朽化し居住や活用が困難な空家等については、積極的に解体・除

却を促していくことで、地域の安全・安心、良好な景観等を確保することにつながります。 

今後も空家等の増加が見込まれる中で、管理不全な空家等が増加しないよう所有者による自発的な適

正管理はもちろんのこと、地域や関係者等が連携して適正管理を促す取組が必要です。 

 

①空家等所有者等への情報提供･適正管理に向けた啓発 

空家等および跡地は個人の財産であるため、所有者が空家等の問題を認識し、適正な維持管理を行

うよう啓発や指導等を行うとともに、管理不全なまま放置されている空家等に対しては、法に基づく

「管理不全空家等」への指定を行い、所有者への指導や勧告等を行います。 

また、自発的な維持管理が十分に行えない高齢の所有者や相続が行われず所有者が不明となってい

るケースもあることから、自治会等の関係者と連携し、地域ぐるみで取り組んでいきます。 

 

【取組の具体例】 

○空家所有者への適正管理の指導等 

○【新規】管理不全空家等への指定、指導、勧告 

○自治会や所有者等への出前講座、相談会＜再掲＞ 

○市広報誌、市公式ウェブサイト、パンフレット等での情報発信＜再掲＞ 

○固定資産税課税通知を活用した啓発＜再掲＞ 

○地域ぐるみによる空家の適正管理や有効活用の取組への支援制度＜再掲＞ 

 

②空家等管理サービス（見守りサービス）の情報提供 

  空家等および跡地は、近隣に居住されていない所有者（不在所有者等）や高齢の所有者も多く、適

正な維持管理を促進するために、空家等管理活用支援法人や市シルバー人材センターなどの民間事業

者や団体が行う空家等管理サービスの情報提供や利用促進等を行います。 

 

【取組の具体例】 

○所有者への空家等管理サービス（見守りサービス）の情報提供 

○【新規】ふるさと納税制度を活用した空家等管理サービスの利用促進 

 

③解体･除却の促進 

管理不全な状態となっている特定空家等にあっては、速やかな状況の改善に向けた指導等を行うと

ともに、必要に応じて空家等所有者に対して解体･除却を促していきます。 

また、老朽危険空家を解消し、市民の安全安心を確保するという公益性重視の観点から、所有者等

のモラルハザードを考慮しつつ、特定空家等に対する除却支援を行うとともに、昭和 56 年６月１日

以前に建築された旧耐震基準の空家等、活用が困難な空家等についても、将来的な特定空家等の発生

を防ぐ観点から、除却支援を行います。 



33 

 

【取組の具体例】 

○特定空家等除却に関する支援制度 

○耐震基準や接道要件など活用に障害のある空家等の除却に関する支援制度 

○建築廃材の有効活用による除却費用軽減支援 

 

④各種財産管理人制度の活用 

空家等の近隣周辺への聞き取り調査等を実施し、その後住民票情報、戸籍情報、建物等の登記簿情

報について収集および追跡調査を実施した結果、所有者に関する情報がなく所有者の特定が極めて困

難な場合や、所有者が既に死亡していることは判明したものの、相続人がいない、相続人が不明また

は相続人全員の相続放棄により相続する者がいないこと等が判明した場合、所有者が生存しているこ

とは判明したものの所在が不明な場合など、所有者や法定相続人にたどり着かない場合などがありま

す。 

このような場合には、各種の財産管理人制度の活用を検討します。 

 

【取組の具体例】 

○不在者財産管理制度、相続財産清算制度、所有者不明土地管理制度、所有者不明建物管理制度、

管理不全土地管理制度、管理不全建物管理制度等 

 

⑤特定空家等に対する措置およびその他の対処の実施 

基本方針 

空家等のうち、特定空家等に該当するおそれがあるものについては、速やかな改善が求められるこ

とから、早期に助言または指導を行うことが必要です。このため、特定空家等に該当するか否かの判

断にかかわらず、市は空家等の所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保

全を図るため、必要な措置をとるよう、助言または指導を行い、早期に解決が図られるように努めま

す。 

 

特定空家等に関する判定の手続 

空家等が特定空家等に該当した場合には、法に基づく措置を行うこととなりますが、慎重な手続を

期すため、「米原市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）」において委員の意見を聴いた上で、

措置に向けた手続を行うこととします。 

 

特定空家等の判定 

空家等が特定空家等に該当するか否かの判断は、「米原市管理不全空家等および特定空家等判定基

準」（平成 29年 12 月策定、令和６年７月改定）に基づき行います。 

 

協議会の関与 

特定空家等に対する措置の状況については、協議会に報告するものとします。また、特定空家等に

対し、行政代執行および略式代執行を行う場合には、あらかじめ、協議会の意見を聴くものとします。 
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緊急応急措置 

空家等が危険となることが切迫し、かつ、当該空家等の所有者等が判明しないときは、危険な状態

となることを防止するため、条例に基づき、市は必要最低限の措置を講じるものとします。 

 

特定空家等に対する措置 

法に基づき、所有者が判明している場合は、助言・指導、勧告、命令、行政代執行を行うこととし

ます。ただし、行政代執行は費用回収の見込みが不透明であることから、最終手段とし、最低限の実

施とします。所有者が不存在で危険等の切迫性が極めて高い場合は、法に基づき略式代執行を実施し

ます。 

 

【取組の具体例】 

○特定空家等の認定 

○特定空家等への指導等 

○特定空家等の行政代執行（略式代執行） 

 

⑥関係他法令による対応 

特定空家等に対する対応は、法に限定されず、他法令により各法令の目的にのっとった措置が講じ

られる場合があります。状況によっては、措置の対象物ごとに異なる法令を組み合わせて適用するこ

とも考えられ、各法令により講じることができる措置の対象および内容が異なることから、措置の対

象となる空家等について、その物的状況や悪影響の度合い、危険度の切迫性等を総合的に判断し、手

段を選択していきます。 

 対象・状況 行政上の措置 

建築基準法 

（昭和 25 年法律第 201 号） 

著しく保安上危険であり、または著

しく衛生上有害と認められる場合 

除却、修繕等の保安上または衛生上

必要な措置を命令 

消防法 

（昭和 23 年法律第 186 号） 

屋外における火災予防上危険なもの

（火災の危険が迫っている場合のみに限定） 

屋外の延焼のおそれのあるものの除

却等を命令 

湖北地域消防組合火災予

防条例 

（平成 18 年条例第 34 号） 

空家、空地で火災予防上危険なもの 空家への侵入の防止、周囲の燃焼の

おそれのあるものの除去等を指導 

道路法 

（昭和 27 年法律第 180 号） 

認定区域内に生じている道路の交通

に支障を及ぼすおそれのある行為 

工作物等の除去その他必要な措置を

命令 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 

（昭和 45 年法律第 137 号） 

自己所有地でごみ（一般廃棄物と明らか

なもの）を不法に処分している場合 

除却等の必要な措置を命令 

廃棄物の不法投棄によって、生活環

境の保全上支障がある場合 

所有者に予防措置を指導するととも

に、不法投棄を行った者に対し除却

等を命令 

空家等対策の推進に関す

る特別措置法 

（平成 26 年法律第 127 号） 

空家等対策の全般に関するもの 計画の策定、立入調査、固定資産税

情報などの利用、データベースの整

備、特定空家等への助言または指

導、勧告、命令、代執行 等 
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第５章 推進体制                  

１ 庁内連携体制                        

空家等に係る諸課題に総合的に対応していくには、建築、環境衛生、廃棄物処理、商工振興、地域振

興、福祉をはじめとして、多岐にわたる分野の部署が緊密な連携の下で対応していく必要があります。 

そこで、総合的な相談窓口の運営を管轄する部局を空家等対策の主担当部局として明確化するととも

に、関係部局と連絡調整し、連携して取り組みます。 

 

２ 地域自治組織                        

空家等の適正な管理と有効活用に向けた施策を地域ぐるみで推進していくためには、地域の自治組織

（自治会等）においても積極的な姿勢で空家対策に取り組む必要があります。 

そのため、空家等の発生予防、管理および活用に関わる正しい知識を普及し、関心を喚起するととも

に、当事者だけの問題ではなく、地域の問題として地域一体となって、空家対策に取り組んでもらえる

ような施策に取り組みます。 

 

３ 関係機関・団体等                      

空家等の発生予防、管理および活用に関しては、民間事業者はもとより多種多様な関係機関や団体と

の協力関係を構築していく必要があります。 

特に、法に基づき市長が指定する「空家等管理活用支援法人」については、市の取組を補完する役割

を担うことから緊密な連携を図るとともに、連携協定を締結した民間事業者や各種関係機関・団体との

連携を図っていきます。 

 

【連携が必要と想定される事業者および関係団体の例示】 

区分 事業者･団体等 分野等 

行政機関 
警察署 防犯の観点から情報の共有 

消防署 防災の観点から情報の共有 

民間事業者 

不動産業者 不動産（土地･建築物）の流通 

建築･建設業者 建築物の改修（修理･修復） 

金融機関 空家の解体、活用向けの融資制度 

業界団体 

不動産関係団体 不動産取引の促進、相談員の派遣等 

建築士会 

古民家再生協会 

建築物（空家等）の診断 

空家・古民家の活用 

司法書士会 相続登記の促進、相談員の派遣等 

市民団体･NPO 等 
自治会 

空家活用支援団体 
意識啓発、市の施策の促進等 

空家等管理活用支援法人 

（R7.11.1 時点） 

一社)全国空き家アドバイザー協議会 

特非)滋賀･まいばら空き家対策会 

一社)まいばら空き家の相談所 

市の空家対策を補完する取組等 
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４ 進捗管理と評価                       

計画は、その策定過程が重要であると同時に、着実に進めていくことが重要であることから、計画の

進捗管理と事業評価が大切になります。そのため、協議会において進捗管理と事業評価を行います。 

 

【協議会の概要】 

委員 
学識経験者、不動産事業者、司法書士、土地家屋調査士、建築士、社会福祉協議会、

空家活用者等 

事務局 米原市まち整備部シティセールス課 

所掌事務 

（１）条例第９条第１項に規定する空家等対策計画の策定および変更ならびに実施に

関すること。 

（２）特定空家等の認定に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、空家条例第２条に規定する目的を達成するために

必要な事項に関すること。 
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参考資料                      

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法             

平成二十六年法律第百二十七号 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 空家等の調査（第九条―第十一条） 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置（第十二条―第十四条） 

第四章 空家等の活用に係る措置（第十五条―第二十一条） 

第五章 特定空家等に対する措置（第二十二条） 

第六章 空家等管理活用支援法人（第二十三条―第二十八条） 

第七章 雑則（第二十九条） 

第八章 罰則（第三十条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深

刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環

境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指

針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その

他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が

なされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条

第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ

る状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく

景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態に

あると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その

他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関し、国

民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 
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第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の

実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこ

の法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町

村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に

協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な

指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機

関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即し

て、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に

関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定に

よる勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項までの規定による代執行をいう

。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分

布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当

該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域（以下「空家等活用促進区域
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」という。）並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための

指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二条第二項に

規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域と

して国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種類

及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条において「誘導用途」という

。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じた

経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進区域内の空

家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物を

いう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十

項において同じ。）について第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第

一号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用す

る同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において

準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件に関す

る事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の規定の適用を受

けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要件」という。）は、特例適用建築

物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に

該当するものを除く。）に二メートル以上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障が

なく、かつ、空家等活用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資

するものとして国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法

第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する事項を定める場合において、市

街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう

。第十八条第一項において同じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該

空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしな

ければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条第二項の規定に

より読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定のただし書の規定の適用
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を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ

、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号

の規定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項

又は第三項において準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書の規定によ

る許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及

び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合において、用途特例適用要件に関する事

項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適用建築

物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における経済的社会的活動の

促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び第十八条第一

項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第十

八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言

その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下この

条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法

務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成

する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第二章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための

調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等

に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と

認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせよ

うとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただ

し、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し

、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 
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第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名そ

の他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その

保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存

する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であ

って、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求

められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものと

する。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共

団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要

な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために

所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限

る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。）に関するデータベースの整備その他空家

等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供

、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に

該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等（以

下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る

部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必

要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず

、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をし

た者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなること

を防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所

に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十

二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、

地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めると

きは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十四条の十四第一項の規定によ

る命令の請求をすることができる。 

第四章 空家等の活用に係る措置 
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（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必

要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家等活用促進

区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条にお

いて同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認め

るときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用

途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その

要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二項

（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、

同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十三条第二項第一号の規定の適用につい

ては、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四

項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定め

られた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二項（同条

第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第

五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用に

ついては、同条第一項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあ

るのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「

公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十

七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一

項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特例適用要件（以下この条におい

て「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第

二項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特

例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中

「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」

とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により

公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該当する区域に限る。）

内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この項において

同じ。）について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第

一項の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第七条第八項
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の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするも

のとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画に記

載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法（昭和二

十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空

家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定す

る業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等の活用の

ために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第四

十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条

に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条

第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）第十一条

第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空

家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調

整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十

二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定する空家等管理活用

支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報

の提供その他の援助を行うことができる。 

第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐

採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、

建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善さ

れないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる

。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

た場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告

に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者

に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を

交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会

を与えなければならない。 
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５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提

出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようと

する者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとす

る措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するととも

に、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出するこ

とができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措

置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがな

いときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべ

き行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられる

べき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することができないとき（過失が

なくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第

三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負

担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項におい

て「措置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、そ

の定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないと

きは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公

告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特

定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置

をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるい

とまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、そ

の措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用

する。 

１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務

省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合におい

ては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条及び

第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な

指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令

で定める。 

第六章 空家等管理活用支援法人 
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（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営

利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うこと

を目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるも

のを、その申請により、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することがで

きる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は

営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あら

かじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活

用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必

要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管

理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認める

ときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援

法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定による指定

を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若

しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の

所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。）の提供の求めがあ

ったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を

提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、

当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によって識別される特定の

個人をいう。）の同意を得なければならない。 
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４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令

・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる

。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを

提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をするか否

かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家等対

策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要

があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請することがで

きる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十四条各項

の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求をする必

要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するも

のとする。 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑

な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充そ

の他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関す

る対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要がある

と認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規定する施行時特

例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法（以下この条において「新

法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規定の適用については、新法第七条第八項中「及び同

法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平

成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行の日

（以下この条及び附則第六条において「施行日」という。）以後に新法第二十二条第十項後段の規定によ

る公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の空家等対策の推進に関する特別

措置法（次項において「旧法」という。）第十四条第十項後段の規定による公告を行った場合については

、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に同

条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法第十四条第二項の規定による勧

告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。

）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の

状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 
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２ 米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例     

平成 27 年３月 24 日 

条例第３号 

米原市における中山間地域から始まった人口減少は、空家等の発生の誘因となり、その状況は、今や一部

の地域にとどまらず全市域に広がっている。 

空家等の増加は、防災、防犯、生活環境および景観の保全上多くの問題を招き、集落の将来に不安を与え

るなど、地域コミュニティの活力低下に大きな影響を及ぼしている。 

一方、水源の里まいばらの暮らしと文化を反映し、今日に引き継がれた建築物群は、地域の魅力を伝える

特徴ある景観の一部として評価されている。国の重要文化的景観に選定された「東草野の山村景観」など、

管理が十分なされている空家を含め、集落を構成する建築物およびその景観を、地域の活性化の資源として

活用することに、今大きな期待が寄せられている。 

私たち米原市民は、空家等についての強い問題意識を共有する中で、50 年先、100 年先の世代に残すべき

地域の姿を創造し、空家にしない、させない、ほっとかないを原則とする空家等の発生予防に取り組むとと

もに、地域ぐるみでその活用等を推進するため、ここに米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に

関する条例を制定する。 

(目的) 

第１条 この条例は、空家等の発生の予防、適正な管理および活用ならびに空家等の跡地の活用(以下「空家

等の活用等」という。)に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」

という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、空家等管理の重要性を明確にするととも

に、活用等を総合的に推進し、もって安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化、まち

づくりの活動促進および地域の良好な景観の保全に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 空家等 建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常

態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国または地方

公共団体が所有し、または管理するものを除く。 

(２) 空家等の跡地 除却した空家等に係る跡地をいう。ただし、当該土地を販売し、または賃貸する事

業を行うものが販売し、または賃貸するために所有し、または管理するものを除く。 

(３) 建築物 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第２条第１号に規定する建築物をいう。 

(４) 地域コミュニティ 本市の区域内における地域住民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。 

(５) 所有者等 所有者または管理者をいう。 

(６) 事業者 本市の区域内において不動産業、建設業その他の空家等の活用等と関連する事業を営む者

をいう。 
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(７) 支援法人 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第７号)第２条第２項に規定する特定非営利活動

法人、一般社団法人もしくは一般財団法人または空家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目

的とする会社であって、法第 24 条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができるものとして、市

長の指定を受けた空家等管理活用支援法人をいう。 

(８) 市民自治組織 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 260 条の２第１項の規定に基づく市長の認可

を受けた地縁による団体およびこれに類する組織をいう。 

(９) 市民活動団体等 地域コミュニティの活性化またはまちづくりの活動の促進に関わる市民活動団体

および空家等の利活用等の支援を目的に活動する市民活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活

動を行うことを目的として市民が組織する団体をいう。)その他の団体をいう。 

(10) 市民等 市民および本市の区域内に存する建築物の所有者等をいう。ただし、空家等の所有者等を

除く。 

(11) 管理不全空家等 適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当

することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。 

(12) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛

生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている

状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等をいう。 

２ 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

(基本理念) 

第３条 空家等の活用等は、次に掲げる事項を基本理念として取り組まなければならない。 

(１) 地域内における建築物は、地域の景観と人々の暮らしの文化および地域コミュニティを構成する重

要な要素であるとともに、安心安全な生活環境の確保および地域の良好な景観の保全をはじめとする重

要な公共性を担っていることを鑑み、その利用および管理が図られること。 

(２) 空家等および空家等の跡地(以下「空家および跡地」という。)は地域コミュニティの有用な資源と

して、積極的な活用が図られること。 

(３) 空家等の活用等は、既存の建築物の保全、活用および流通を促進する見地から推進されること。 

(４) 空家等の活用等は、地域コミュニティの活性化を図るという観点から推進されること。 

(市の責務) 

第４条 市は、基本理念にのっとり、空家等の活用等を総合的に推進しなければならない。 

２ 市は、空家等の活用等を推進するに当たり、所有者等、事業者、支援法人、市民自治組織、市民活動団

体等の参加および協力を促すとともに、当該所有者等が行う空家等の活用等に関する取組に対し必要な支

援を行わなければならない。 

３ 市は、空家等に関する施策について総合的に調整し、および推進するために必要な措置を講じなければ

ならない。 
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(市民等の責務) 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、空家等の活用等に協力するとともに、空家等の発生の予防に努め

なければならない。 

(事業者および支援法人の責務) 

第６条 事業者および支援法人は、基本理念にのっとり、空家等の活用等に協力するとともに、空家および

跡地の活用および流通の促進に努めなければならない。 

(市民自治組織および市民活動団体等の役割) 

第７条 市民自治組織および市民活動団体等は、空家および跡地が地域コミュニティの有用な資源であるこ

とを踏まえ、その状況および所有者等に関する情報の把握ならびに所有者等とのコミュニケーションの確

保に努め、流通の促進に関わる事業者および支援法人への情報の提供等、空家等の活用等の推進に積極的

に協力するものとする。 

(相互の連携と協力) 

第８条 市、市民等、空家等の所有者等、事業者、支援法人、市民自治組織および市民活動団体等は、この

条例の目的を達成するため、相互にその役割を理解し、連携し、および協力するものとする。 

(基本的な施策) 

第９条 市は、空家等の活用等を推進するため、次に掲げる基本的な施策を実施する。 

(１) 法第６条に規定する空家等対策計画の策定 

(２) 空家等に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置 

(３) 空家等の活用等に関する広報および啓発 

(４) 空家等の活用等に協働で取り組む組織の育成 

(５) 空家等の活用等に関する相談に応じる総合窓口の設置 

(６) 市民等、空家等の所有者等、事業者、支援法人、市民自治組織および市民活動団体等が相互に理解

し、および協力するための交流の機会の提供その他必要な措置 

(空家等の発生予防) 

第 10 条 建築物の所有者等は、当該建築物の老朽化、未登記その他将来において空家等の発生原因となるお

それがあるときは、当該建築物の改修、除却および登記その他空家等の発生を予防するために必要な措置

を講じなければならない。 

２ 地域の景観およびコミュニティを構成する重要な要素となっている建築物の所有者等は、事業者、支援

法人ならびに当該建築物の所在する市民自治組織および市民活動団体等と連携し、保全する見地から、当

該建築物の管理および空家等の発生の予防に取り組まなければならない。 

３ 市は、前項の既存建築物の保全のために必要な支援その他空家等の発生の予防に資する措置を講じるも

のとする。 

(空家および跡地の活用) 

第 11 条 空家および跡地の所有者等は、当該空家および跡地を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡そ
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の他これを活用するための取組を行うよう努めなければならない。 

２ 事業者、支援法人、市民自治組織および市民活動団体等は、前項の取組に協力するよう努めなければな

らない。 

３ 空家等の所有者等は、その利用の見込みがなく取り壊す空家等から発生する建築材の再利用および再資

源化に努めるものとする。 

(空家等の適正管理) 

第 12 条 空家等の所有者等は、当該空家等が管理不全空家等および特定空家等となることにより地域住民の

生活環境や景観に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において次に掲げる事項に取り組まなければなら

ない。 

(１) 空家等が管理不全空家等および特定空家等とならないよう、適正に管理すること。 

(２) 空家等が管理不全空家等および特定空家等にあるときは、直ちにその状態を解消すること。 

(情報提供) 

第 13 条 市民等、事業者、支援法人、市民自治組織および市民活動団体等は、管理不全空家等および特定空

家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。 

(特定空家等の所有者等を確知することができない場合の対応) 

第 14 条 市長は、特定空家等の所有者等またはその連絡先を確知することができない場合は、当該特定空家

等の所在地、特定空家等と認められるその状態を解消するために執るべき措置その他市長が必要と認める

事項を公表するとともに、当該事項を記載した標識を当該特定空家等に設置することができる。 

(空家等の管理に関する民法の特例) 

第 15 条 市長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、法第 14 条第１項

の規定に基づき、家庭裁判所に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 25 条第１項の規定による命令または

同法第 952 条第１項の規定による相続財産の清算人の選任の請求を行うものとする。 

２ 市長は、空家等の敷地のうち、所有者不明のものにつき、その適切な管理のため特に必要があると認め

るときは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成 30 年法律第 49 号)第 42 条第２項の

規定に基づき、地方裁判所に対し、民法第 264 条の２第１項の規定による命令の請求を行うものとする。 

３ 市長は、空家等(敷地を除く。)につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、法第 14

条第２項の規定に基づき、地方裁判所に対し、民法第 264 条の８第１項の規定による命令の請求を行うも

のとする。 

４ 市長は、管理不全空家等または特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるとき

は、法第 14 条第３項の規定に基づき、地方裁判所に対し、民法第 264 条の９第１項または同法第 264 条の

14 第１項の規定による命令の請求を行うものとする。 

(緊急措置等) 

第 16 条 市長は、特定空家等に起因して人命、身体または財産に危害が及ぶことを避けるために緊急の措置

が必要であると認めるときは、当該特定空家等の所有者等の負担において、これを避けるために必要最小
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限の措置を自ら行い、またはその命じた者に行わせることができる。 

２ 市長は、前項の緊急措置を講じたときは、当該特定空家等の所在地および当該措置の内容を当該特定空

家等の所有者等に通知し、または所有者等の連絡先を確知することができない場合にあっては、これを公

告しなければならない。 

(軽微な措置) 

第 17 条 市長は、特定空家等について、開放されている窓の閉鎖、扉の施錠、草刈等の軽微な措置を執るこ

とにより地域における防災上、防犯上または生活環境もしくは景観の保全上の支障を除去し、または軽減

することができると認めるときは、当該特定空家等の所有者等の負担において、必要最小限の措置を自ら

行い、またはその命じた者に行わせることができる。 

(関係機関等との連携) 

第 18 条 市長は、必要があると認めるときは特定空家等の所在地およびその内容に関する情報を、関係する

行政機関、事業者、支援法人、市民自治組織および市民活動団体等に提供し、当該特定空家等を適正に管

理するため必要な協力を要請することができる。 

(意見聴取) 

第 19 条 市長は、第９条第１項に規定する空家等対策計画の策定、特定空家等に対する措置その他空家の活

用等の施策の推進に関する事項については、米原市空家等対策協議会においてその意見を聴くものとする。 

(委任) 

第 20 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成 27 年７月１日から施行する。 

付 則(平成 28 年３月 24 日条例第３号)抄 

(施行期日) 

１ この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

３ 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第６項から第 25 項まで(付則第 21 項を除く。)の

規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その

他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存

続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めると

ころに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。 

４ 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当

の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に

係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。 

付 則(令和６年３月 22 日条例第 11 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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３ 米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例施行規則    

平成 27 年８月 18 日 

規則第 52 号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例(平成 27 年米原市条例

第３号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成 28 年米原市

条例第３号)第２条の規定により設置する米原市空家等対策協議会(以下「対策協議会」という。)の組織、

運営その他必要な事項について定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

(情報提供の方法) 

第３条 条例第 13 条の規定による情報提供は、管理不全空家等および特定空家等に関する情報提供書(様式

第１号)を市長に提出する方法のほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。 

(台帳の整備) 

第４条 市長は、前条の方法よる情報提供があったとき、または条例第 12 条に規定する管理が行われていな

い空家等があると認めるときは、当該情報提供によって得た情報その他空家等の適正管理に関し必要な事

項について、空家等の適正管理に関する台帳(様式第２号。以下「台帳」という。)により整理するものと

する。 

(立入調査) 

第５条 市長は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」という。)第９

条第２項の規定による立入調査を実施しようとするときは、あらかじめ空家等の所有者等に対し、空家等

の適正管理に関する立入調査実施通知書(様式第３号)により立入調査を実施する旨を通知し、専門的知識

を有する者の同行の下、立入調査の趣旨および内容を説明し、所有者等の立会いの下で実施するものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は前項の立入調査を実施しようとする空家等の所有者等を確知できない

ときは、立入調査を実施する日前５日までに、次に掲げる事項を公告し、実施するものとする。 

(１) 立入調査を実施する空家等の所在地 

(２) 立入調査の日時 

(３) 立入調査の趣旨および内容 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項 

３ 前２項の規定により立入調査を実施する者は、立入調査員証(様式第４号)を携帯し、関係者に提示して

から当該調査を実施するものとする。 

(報告徴収) 
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第６条 市長は、法第９条第２項の規定による報告徴収を実施しようとするときは、空家等の所有者等に対

し、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第５号)により当該空家等に係る事項(以下「報告事項」と

いう。)について報告を求める旨を通知し、法第 22 条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度に

おいて報告事項を報告させることができる。 

２ 空家等の所有者等は、前項の規定により市長から報告事項について報告を求められたときは、空家等に

係る事項に関する報告書(様式第６号)により報告しなければならない。 

(管理不全空家等の指定) 

第７条 市長は、第３条によって得た情報を基に調査を行い、当該空家等が適切な管理が行われていないこ

とによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、

管理不全空家等に指定するものとする。 

２ 市長は、管理不全空家等の状態が解消されたと認めるときは、管理不全空家等の指定を取り消すものと

する。この場合において、第９条の勧告を行っているときは、併せて勧告を取り消すものとする。 

(管理不全空家等への助言および指導) 

第８条 市長は、前条第１項の規定により、管理不全空家等に指定したときは、管理不全状態の解消に向け

た助言または法第 13 条第１項の規定による指導を行うものとする。 

２ 前項の指導は、管理不全空家等の適正管理に関する指導書(様式第７号)により行うものとする。 

(管理不全空家等への勧告) 

第９条 市長は、前条の規定において指導したにもかかわらず、当該管理不全空家等の状態が改善されない

場合は、法第 13 条第２項の規定による勧告を行うものとする。 

２ 前項の勧告は、管理不全空家等の適正管理に関する勧告書(様式第８号)により行うものとする。 

(特定空家等の認定) 

第 10 条 市長は、第５条の立入調査の結果、当該空家等が特定空家等に該当すると認めたときは、対策協議

会の意見を聴いた上で、特定空家等に認定するものとする。 

２ 市長は、前項の認定を行ったときは、当該特定空家等に関する情報を台帳に記録するものとする。 

(特定空家等への助言および指導) 

第 11 条 法第 22 条第１項の規定による助言または指導は、特定空家等の適正管理に関する助言(指導)書(様

式第９号)により行うものとする。 

(特定空家等への勧告) 

第 12 条 法第 22 条第２項の規定による勧告は、特定空家等の適正管理に関する勧告書(様式第 10 号)により

行うものとする。 

(特定空家等への命令) 

第 13 条 法第 22 条第３項の規定による命令は、特定空家等の適正管理に関する命令書(様式第 11 号)により

行うものとする。 

２ 法第 22 条第４項の通知書は、特定空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書(様式第 12 号)とす
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る。 

３ 法第 22 条第 13 項の標識は、様式第 13 号のとおりとする。 

(代執行の手続) 

第 14 条 行政代執行法(昭和 23 年法律第 43 号。以下「代執行法」という。)第３条第１項の規定による戒告

は、特定空家等の適正管理に関する戒告書(様式第 14 号)によるものとする。 

２ 代執行法第３条第２項に規定する代執行通知は、特定空家等の適正管理に関する代執行令書(様式第 15

号)によるものとする。 

３ 代執行のため現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証(様式第 16 号)を携帯し、要求があるとき

は、いつでもこれを提示しなければならない。 

(費用の徴収) 

第 15 条 市長は、代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後 10 日以内に、

特定空家等の適正管理に関する代執行費用納付命令書(様式第 17 号)により納付すべき金額および期限を

所有者等に通知する。 

(軽微な措置) 

第 16 条 条例第 17 条に規定する軽微な措置は、次に掲げるものとする。 

(１) ロードコーンの設置 

(２) シートでの養生 

(３) 開口部の閉鎖 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める軽微な行為 

(関係機関等との連携) 

第 17 条 市長は、条例第 18 条の規定による関係機関等に対する必要な措置の要請は、特定空家等の適正管

理に関する措置要請書(様式第 18 号)により行うものとする。 

２ 特定空家等に対する施策を適切に推進するため、法、条例およびこの規則の規定に基づく特定空家等に

係る情報については、庁内の関係部局で共有し、その連携を図るものとする。 

(委員長および副委員長) 

第 18 条 対策協議会に委員長および副委員長１人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、対策協議会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

(会議等) 

第 19 条 対策協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。 

(対策協議会の庶務) 
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第 20 条 対策協議会の庶務は、まち整備部シティセールス課において処理する。 

(その他) 

第 21 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

付 則 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

(会議の招集) 

２ 米原市付属機関設置条例第４条第２項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第 19 条第１項の規定に

かかわらず、市長が招集する。 

付 則(平成 28 年３月 24 日規則第 40 号) 

この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

付 則(平成 30 年４月１日規則第 45 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(令和３年４月１日規則第 39 号) 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則(令和５年４月１日規則第 25 号) 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則(令和６年３月 22 日規則第５号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第３次米原市空家等対策計画 

（令和８年●月） 

米原市まち整備部シティセールス課 
 

〒521-8501 

米原市米原 1016 番地 

電話: 0749-53-5140(直通) FAX: 0749-53-5139 

Email: visit@city.maibara.lg.jp 


